
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ジュニア NISA                      

Ｑ：ジュニアNISAが始まるそうですが、ど

のような内容になっているのですか？                            

                                              

Ａ：口座開設の申請手続きが平成28年１月

から開始されます。 

【解説】 

ジュニアＮＩＳＡとは、未成年者口座内の

少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得

等の非課税措置のことをいい、20歳未満(口座

開設の年の１月１日現在)の居住者又は恒久

的施設を有する非居住者(居住者等)を対象と

して、平成28年４月１日から平成35年12月31

日までの間に年間80万円を上限として未成年

者口座で取得した上場株式等について、その

配当等やその上場株式等を売却したことによ

り生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けら

れた日の属する年の１月１日から最長５年間

(非課税期間)非課税となる制度です。 

 ①非課税対象 

  未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、

譲渡益 

 ②対象者 

  口座開設の年の１月１日において20歳未満

又はその年に出生した居住者等 

 ③非課税投資額 

  １非課税管理勘定における投資額は80万円

が上限(未使用枠は翌年以後繰越不可) 

この非課税措置を受けるためには、金融商

品取引業者等に未成年者口座を開設し、非課

税管理勘定を設定する必要があります。 

口座開設の申請手続は、平成28 年１月から

開始されます。 
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